


で、掲載次第、別途御連絡いた．します。  

2 家きん飼養農場への飼養衛生管理基準の指導について  

（1）茸入りによる飼養衛生管理状況の確認・ 

を行った別添の「高病原性鳥インフル干ンザの畢生を防止するためにγ飼養衛生   

管理チェック表とポイント～」を強化通知対象農場の全家きん飼養農場へ酉己布い  

’ただき、分かりやすく指導の上、特に防鳥ネットに破れ・隙間等がないか等につ   

いて御確琴いた■だきますようお願いいたします。‾なお」既に本パンフレットを配  

．布の上、特段問題がないことを確認している農琴については、この限りではあり  

ません。  

また、本パ 

， 

アドレ＊‥加p：〟wvvw．mafEgo．jp8／syouan／douei血ri／pdf／aLeisei＿Phe6kl．pdf   

（2）なお、特に防鳥ネヅトの破れ・隙間等の確認を中心とした飼養衛生管理状況甲   
確認・指導の徹底につきましては、体制強化通知によりお願いしていま・すが、そ   

の結果を「島根県に串ける高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴う監  

■ 視体制甲強化について」（平成22年11月30日付け22消安第7131号農   

林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）七定める別紙様式により、平成23年   

1月11日（火）までに御報告いただきますようお願いいたします。   

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/pdf/ai_eisei_check1.pdf



